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１．はじめに
　2011年３月11日の東日本大震災は、震源域が東北地方
から関東地方にかけての太平洋沿岸の沖に幅は約200㎞、
延長500㎞に亘って広がり、マグニチュード9.0と言う観
測史上最大の地震による巨大津波は沿岸で８～９ｍに達
するとともに、最大６㎞、遡上高は40.5ｍと言うように
内陸奥深くまで達している。その結果、岩手、宮城、福
島３県の沿岸で多くの人々の生命と暮らしを奪っただけ
ではなく、現に生活が継続していた沿岸のまちや家を、
殆ど例外なく一瞬にして破壊し無にしてしまったと言う
意味で、未曾有の大災害であった。
　第二次世界大戦下の空襲によりわが国の多くの都市は
灰燼に帰したが、仙台でその焼け跡を見た筆者は、今回
の津波災害を受けたまちにはある種の既視感を覚えた。
しかし、津波後に広がった殆ど何も残されていない空間
こそ焼け跡を想起させたが、その空間に混在し、あるい
は他の場所に寄せられた夥しい生活跡材（ガレキと呼ぶ
のは忍びないので本稿ではこのように表現）の存在が、

津波災害がもたらす二次災害の大きさを暗示していた。
焼け跡には文字通り灰燼と、敷地、道路跡以外は殆ど何
も残されていなかったから生活再建には直ぐに取り掛か
れたが、今回の災害では多くの生活跡材や都市インフラ
の破壊跡が立ちはだかり、再建の方向を迷わせ、多くの
住民に苦悩を強いている。
　今日、このような自然災害に加えて、地球温暖化が惹
起する異常気象は、自然災害を更に過酷なものに変える
可能性がある。2011年夏の紀伊半島を襲った豪雨もその
一つと言えるものだが、今後襲ってくる自然災害は、人
類が文明を発展させ都市を広げれば広げるほど、これま
での「想定」を上回るより過酷なものとなり、被害を拡
げるものと予想される。
　地震、台風など自然災害から免れ得ないわが国は、そ
れらによる社会生活の持続が損なわれないまちへの人々
の願いは強い。本稿は、持続可能な地方都市とそれを支
えるまちづくりのあり方について、筆者が本学在任の間
で追及してきた課題を紹介するものである。
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和文要旨：わが国では第二次世界大戦敗戦以降、建築物のスクラップ ･アンド・ビルトが当前のことと
なり、半世紀が経過した。その結果、最近では超高層ビルであっても解体される事例も出てきている。
建築物は建設に膨大な投資を要し、本来、地域の共通財産となるものであるにも関わらず現実の耐用年
数は、わが国では驚くほど短い。こうした建築物によって形成されたまちは、果たして住民やそこで生
活を営む人々にとって持続可能なまちと言えるのであろうか。本稿は、わが国のまちづくりを建築物の
建設の側からながめ、持続可能な地域社会を地方のまちのレベルでつくりあげる道筋について考察する。
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Abstract：Buildings in Japan have very short lifetime, because very large portion of completed 
buildings have been scrap and built in these half century after the World War Second. Recently 
news, the high rise hotel is going to be dismantled, astonish Japanese citizens, because it has operat-
ed less than twenty years. Buildings and housings are main component of town and the short life-
time of those components means the instability of the town. This report refers about a study on the 
way to develop the sustainable local society.
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２．持続可能な地方都市とまちづくりの課題
２‒１　持続可能性への関心
　この20年来、多用されている “Sustainable Develop-
ment”（持続可能な開発）と言う理念は、よく知られて
いるように国際自然保護連合と国連環境計画が1980年に
取りまとめた「世界保全戦略」で初めて提起されたもの
だが、国連の「環境と開発に関する世界委員会」（通称「ブ
ルントラント委員会」）が1987年に発行した最終報告書
「地球の未来を守るために」においてその中心的な理念
とされることで、広く世界に認知されるようになった。
ブルントラント委員会の報告では、環境の保全と開発を
両立させるための理念として訴えたものである。
　ここで Sustainability（ここでは「持続可能性」）は「将
来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを
満たす」状況を意味している（参考文献ⅰ）が、これは
環境倫理として提唱されている「世代間倫理」によるも
のであり（参考文献ⅱ）、カール ･ヘンリック・ロベー
ルは①地殻からの物質による自然への影響、②人間が生
み出した物質の自然への影響、③自然の物理的な手段に
よる劣化、④人間の基本的ニーズ充足への障害、の４つ
の面が回避される状況を持続可能なシステムによるとし
ている（参考文献ⅲ）。Sustainability をこのように主に
環境面で定義するのは、経済学者のハーマン・デーリー
も同様である。
　今や地球温暖化は危機的状況に達しようとしており、
人類文明も甚大な影響を蒙る瀬戸際にあるとも考えられ
る（参考文献ⅳ）。これは主に地球温暖化によって引き
起こされる異常気象が、豪雨による洪水や暴風となって
人類が構築してきた建築物、都市、社会インフラを襲い、
破壊する状況が拡大することを示す。温室効果ガスによ
る温暖化が暴走状態となり容易には元に戻らなくなる分
岐点、いわゆる「ポイント・オブ・ノーリターン（Point 
of no return）」は、気候変動が予測不可能な状態になる
ことを示すが、これは気候が「人類社会に与える悪影響
が受入れ難いレベルに達する」ことを示すものとされて
いる。
　ラクイラで2009年に開催されたG8サミットにおいて
経済先進国の首脳は、2050年までに世界全体で温室効果
ガス排出量を半減すること、先進国は80%削減するこ
とが謳われたものの、2011年ダーバンでのCOP17では、
全世界の国々の参加によるGHG削減への取組みは楽観
できないことを示した。
　地球温暖化対策は従来、温暖化を緩和する対策が主と
なって検討されてきたが、国連で気候変動枠組み条約が
検討されて以降十数年経過したものの、GHG排出量は

この間継続的に増え続けており、このままではポイント・
オブ・ノーリターンを超えるのは不可避との見方が急速
に増えている。こうしたことから地球温暖化対策として
は緩和策に加えて適応策、即ち、地球温暖化による異常
気象に耐えて人類文明を維持する対策が急がれる状況に
なってきたと考えられる。持続可能性と言う課題を考え
るとき、人類文明のそれに大きな影響を与える要因とし
て異常気象災害が挙げられるのである。2011年タイを
襲った大洪水も含めて、豪雨による災害の大きさに注目
するならば、地球温暖化によって豪雨、暴風災害に見舞
われる可能性が高いと予想されているわが国において、
豪雨や暴風に対する適応策を整備してゆく緊急性は高い
と言えよう。

２‒２　地方都市の持続可能なまちづくりに関わる課題
　都市については「商業、流通などの発達の結果、限ら
れた地域に人口が集中している領域を称する言葉として
使われることが多い」とされるものの、明確な定義は無
いものと考えられる。
　2011年に世界の人口は70億を超えたが、増加している
人口の多くが都市に集まる流れにあるとされる。わが国
にあっては1945年の209都市から市町村合併で急増して
2010年には751都市となった。2008年の新華社報道によ
れば、お隣の中国にあっては新中国成立前の132都市か
ら2008年に655都市となり、総人口100万以上の都市は
1949年の10都市から2008年には10倍以上の122都市に
なったと報道されている。世界の人口爆発は前世紀から
続いているが、中国だけではなく、増加した人口が都市
に流れ込む状況は、経済力の発展に伴う一般的な現象と
なっている。
　しかしこのような都市は、様々な矛盾、問題を抱える
存在である。これまで都市については、抱える問題を克
服するための様々なコンセプトが昔から打ち出されてき
た。この30年に限定して振り返ると、従来の都市問題対
策に加えて①エコシティ、②コンパクトシティ、③サス
テイナブルシティ、そして最近は④スマートシティ、な
どである。これらのうち、①は環境負荷の大幅な低減あ
るいはエコバランスのとれた都市構築、②は都市全体を
コンパクトにすることによって環境問題のみならず都市
問題を解決しようと言う意図、③はそれらを総合して
人々の暮らしの持続可能性を問うものであり、④は都市
の情報およびエネルギー環境の最適化を目指すものある。
　一方、わが国の都市にあっては、フードデザート問題
と言った日常生活の持続可能性に関わる問題が指摘され
ている。フードデザート問題は、日常的な生活を維持す
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るために必要な生鮮食料品や日用雑貨を扱っている店が
歩いて行ける範囲から失なわれたために、マイカーの運
転が出来ない高齢者や社会的弱者が生活を維持する上で
大きな困難を抱えている地域を称する（参考文献ⅴ）も
のである。健常者であっても長距離、毎日の食料を入手
するために往復することは大変な負担となっているよう
な地区は、わが国でも大小を問わず様々な都市にみられ
ると報告されている。この背景には、居住人口の減少に
伴う地区の購買力の低下とか、量販店が郊外に開店し買
い物客を奪われるとかにより、既存の個店の経営が成り
立ち行かなくなり閉店に追い込まれると言う事態があ
る。事業が背景人口の減少の影響をもろに受けるという
ような状況は医療にあっても同様であり、また地域的に
見れば中山間地も、ドーナッツ化現象に見舞われた都市
の中心市街地も同様である。
　現代は、経済のグローバル化に伴い市場主義経済を錦
の御旗に打ち立てた勢力が、地域の相互依存関係を前提
とした従来の経済システムを打ち破った影響が、生活弱
者に大きなしわ寄せを及ぼしている。生活の持続可能性
を大きく損なう状況の克服は、まちづくりの重要な課題
となる。
　このようにまちには私的な生活があり、それを支える
生産活動、社会的な活動がある。それらが安定して継続
的に営まれることが持続可能な社会と言うことになる。
元々小さな集団が散開して生活する農村、中山間地は別
にして、多数の人々が集合して生活することの利便や安
全などの効用を目的として形成されて来たわが国の都
市、まちは、発展途上の国々の都市とは異なった問題を
抱えている。即ち、本格的な人口減少社会の時代に入っ
て都市人口が漸減してゆく状況に加え、高齢化、中心市
街地の空洞化、経済活動の停滞、財政の低迷・悪化など
である。こうした問題に晒される地方都市にとって持続
可能な状態とは、抱えている数多の問題を解消とまでは
行かなくとも問題現象が深刻化するのを和らげ、またそ
の状況に適応している状態と考えるのが現実的である。
　以上のように見てくると、将来の人類文明としての対
応のあり方が問われているのは地球環境・資源に加えて、
個人生活、地域社会、産業活動などである。そこで持続
可能性の確立には、まず人間が生活し活動する空間や社
会システムを気候変動に適応させ地球環境の観点からバ
ランスを取ることが課題となるとともに、人々にとって
日常的な生活が安定して営める状況が継続することも課
題となると考えられる。
　地方都市において持続可能な状況を打ち立てるために
は、このような課題に応え、住民が真に求める持続可能

なまちのあるべき姿を明確化することが必要になろう。

３．都市の形態と課題
　人々の暮らしは、主に地表面の空間的な広がりの中で
繰り広げられる。都市は様々な側面を持つが、それらの
多くが都市の広がりとの一定の関係の中で特性を把握す
ることが出来る。市街地、生産用地など人工的な地表面
の広さは居住人口、農・工業生産高に関係し、エネルギー
消費量、局地気候等様々な要因に影響する。同一の人口、
生産額であれば、それがどの程度の空間の中で生み出さ
れ、活動が繰り広げられているのかによって、地球環境
への影響の程度が推定されるとともに、生活の中で都市
的生活の負荷の大きさも推定できる。
　こうしたことからここでは、わが国の750都市を形態
上で以下の５つの類型に分類した上で、各地方からそれ
ら類型に当てはまると考えられる都市を任意に抽出し、
それらの都市の空間的広がりを見てみた。
・田園都市：夕張市、花巻市、一関市、足利市、倉吉市、
萩市、都城市
・地方産業都市：苫小牧市、いわき市、熊谷市、君津市、
刈谷市、周南市、大分市
・地方中核都市：青森市、富山市、松本市、静岡市、鳥
取市、松山市、鹿児島市
・政令指定都市：札幌市、仙台市、新潟市、広島市、福
岡市
・巨大都市圏内都市：東京23区、横浜市、名古屋市、京
都市、大阪市
　都市の空間的広がりに関しては、都市の行政面積や人
口集中地区（DID）の面積や人口密度についての統計は
あるが、市街化された現実の区域（以下「市街化区域」）の
面積（以下「市街化面積」）に関する統計の纏まったもの
は無い。そこで、各都市の航空写真を観察（図-１に例示）

図-１　鳥取市の行政区域（青線）と市街化区域（黄線）
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も到達段階でのまちのイメージが明示的に共有されてい
るとは言えない。多くは従来と同じ、個人ないし私的な
企業による居住あるいは事業用施設の建設を中心市街地
に集中的に進めることを前提としている。しかしこうし
た従来の建設活動の延長線で、果たしてそう遠くない将
来に予想されるコンパクトシティを切実に求めるように
なるであろう社会状況に対応できるのか、間に合うのか、
と言う疑念が生じる。
　それに対して、高い人口密度を持つ都市空間をわが国
で計画的に実現した事例として、千葉の幕張ベイタウンが
ある（図 ‒4.1、4.2）。これは計画戸数が約２万６千戸の小
都市といえる規模のニュータウンだが、面積は約84ha。
従って人口密度は約900人 /ha（千葉市総合政策局統計課
「住民基本台帳および外国人登録人口による町名別人口
および世帯数」の内、幕張ベイタウンのある打瀬１～３丁
目のデータにより推定。世帯人口2.91人 /世帯。H22年６月）
となる。勿論、道路、鉄道、空港などや様々な公共施設
用空間などの社会インフラはこの面積には含まれず、更に
生産用地を含んでいないことが大きく影響していると見ら
れるが、巨大都市の市街化部人口密度（図 ‒2.2）平均の
８倍以上の人口密度となっている。街区の構成は概ね
ヨーロッパの都市を思わせる中庭を持つ環状建築形式で
あり、都市景観もヨーロッパの都市を彷彿とさせる。こ
うしたまちがわが国の人々の気質や好みに馴染むかどう
か気になるところではあるが、同地区のHPでは入居希
望者が非常に多いと伝えていることから、それなりの支
持は得られているものと言えそうである。
　このような都市がわが国で受入れられるとするなら
ば、この人口密度の下で既存の市街地を再構築するとど
うなるかを、鳥取の４市で試算した例が下表である
（表‒１）。この試算では、幕張ベイタウンの人口密度を

用い、鳥取県内の夫々の都市に当てはめたものだが、都
市機能としてこれに、交通、公共施設、教育施設、医療・
福祉施設などの公共性の高い用地の面積が同程度加える
（D）としても、現状の市街地面積の３、４％程度（E）
で収まり、行政面積に対しても３％以内に納まる（F）
ものと推定される。その縮小した都市の面積がどの程度
の円の中に納まるかを見る（G）と、鳥取市であれば直
径２㎞強の円の中に納まる。倉吉や境港はその半分とな
り、端から端まで歩いても30分程度と言うまちが出来上
がることになる。地域全体としての容積率は400％、街
区内の敷地の実容積率は700％程度で平均規模100㎡の住
戸が得られると言う試算も出来る。
　こうした都市領域のコンパクト化は、まち全体が幕張
ベイタウン程度の容積率を志向すれば可能であり、基本
的にわが国の750都市の殆ど全てに適用できる。その意
味で幕張ベイタウンが実現しているコンパクト化の路線
は、これからわが国の多くの都市が目指すコンパクトシ
ティの一つの方向とも言えよう。
　ドーナッツ化現象で疲弊し続けている地方都市の中心
市街地については、商業を中心とした中心市街地活性化
の取組みが経産省、国交省を中心に進められているが、
これも多くの時間とエネルギーを投下しながら、今のと
ころ全国的に見ると極めて限定的な成果しか得られてい
ないようにみえる。しかし少子高齢社会を受け止め、少
子高齢による社会の歪が臨界に達しないようにするため

図-4.1　幕張ベイタウン内風景

図-4.2　幕張ベイタウン（MBTHPより）
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には、中心市街地の活性化をコンパクトシティの方向で
構築する解法が妥当と考えられる。
　そのようなコンパクトシティの円滑な構築には、これ
までわが国の社会が先送りして来た課題、即ち土地利用
の効率化に向けた対応は不可避である。村山内閣は当時
でもすでに大きな問題として認識されていた土地の利用
問題を前進させるために土地基本法を成立させたが、実
際にはその第２条に、土地の利用は公共の福祉を優先す
るという理念を示すに止まった。土地基本法はその理念
を具体化する法律の継続的充実が為されないまま、今日
に至っている。その後現在国土交通省を中心に、土地の
所有と利用の分離を図る定期借地権の適用推進が進めら
れているものの、膨大な「低利用土地」を解消しコンパ
クトシティを構築する道筋は、未だ見えていない。
　都市構造を変え、コンパクトな都市を構築するには、
私的な利益や土地の所有権を財産として重視する社会全
体の価値観を克服する方策が求められる。更に地方都市
の利便性が高い中心市街地は空家や空店舗、利用者の少
ない月極め駐車場と言った「低利用土地」が支配してい
る状況があるにも関わらず、郊外の交通不便なニュータ
ウンから通勤、通学する状態が継続していることに問題
意識を持つ必要がある。そして自らその状況を変えよう
と言う流れを産出すための土地利用に関する新たなアイ
ディア、そしてそれを後押しする取組みが求められる。

４‒２　サステイナブルシティ
　これには、質的に高い都市的生活が継続的に維持され
る都市、循環型社会システムを構築することで雇用を継
続的に産出し生活の持続性を担保する都市、あるいは公
共交通機関の充実でまちの活性度を生み出し維持する都
市と言った考え方がある。都市について環境政策から都
市環境に焦点を当てて書かれたEUの “Green Paper on 
the Urban Environment”（都市環境緑書、1990年）で
は「人間的な都市を取り戻す」と言う意図がサステイナ
ブルシティにはあると岡部明子はその著書（参考図書ⅷ）
で指摘している。ヨーロッパの諸国は都市政策としてサ

ステイナブルシティ政策に取組んでおり、これにより生
活の質を高めることに一定の成果を上げていると言う。
　このようにサステイナブルシティの構築には、生活環
境の持続性を担保しようと言う意図が強く見られるが、
ヨーロッパで余り話題にならないもののわが国では重要
な課題として考えられているのが、都市景観である。生
活環境の利便性や安全性と言った現実的な効用と共に、
その地域の景観、そこでの日常的な生活を包み込む風景
が、そこに住み、或いは働き、訪れる者にとって心地よ
く、慰めになり、記憶に残り懐かしものであれば、そこで
の生活の質（QOL）も一層高まるものと考えられる。しか
しながらわが国の多くの都市景観はその対極に近い状態
にある。
　総理府では、わが国の街並みや景観に関する国民の評
価を問うアンケート「住宅・宅地に関する世論調査」を
1998年に実施しているが、これによると、わが国の街並
みや景観を肯定的に評価するものは24%、評価が否定的
であるものがその倍の48％となっていて、それほど極端
な差はないようにみられるが、わが国の街並みや景観を
「良いと思う」と明確に肯定している者が５%である
のに対して、「良くないと思う」と明確に否定している
者が肯定意見の約５倍の24％に達している（図‒５）。こ
うした状況をみると、国民も自ら住む地の街並みや景観
の実態を、肯定的に評価していないと解釈するのが妥当
であろう。
　この事実に加えてOECDは、わが国に1986年と2000
年の２度、早急に取組むべき都市政策について勧告を
行っている。それには、サステイナブルシティ実現に向
けた都市中心部再活性化と郊外部の成長マネジメント、
都市に見合った土地利用パターンの実現、個人の権利と
公共の利益との調和と言った、わが国の懸案の課題が取
り上げられていた。わが国の都市政策の遅れは、先進諸
外国の目にも大きな問題として映っているということを
示唆するものだが、この中で、「都市景観はバランスの
とれた政策の結果として得られるものであり、日本の都
市景観問題はそれらの欠如により生じていることを十分

表-１　市街地コンパクト化による土地利用の変化

人口
（人）

2009年10月

行政面積

Ａ（ha）

市街化部
面　　積

Ｂ（ha）

幕張ベイタ
ウンベース
の市街化部
面積Ｃ（ha）

公共用空間
を見込んだ
市街化部面
積Ｄ（ha）

市街化地
利 用 率

Ｅ（％）

対 行 政
面 積 比

Ｆ（％）

コンパクト
化市街地収
容円の半径
Ｇ（㎞）

鳥取市 198,249 76,566 12,100 220 441 3.6 0.58 1.18
米子市 148,134 13,221 ― 165 329 ― 2.49 1.02
倉吉市  50,793 27,215  3,800  56 113 3.0 0.41 0.60
境港市  35,349  2,879 ―  39  79 ― 2.73 0.50
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木俣　持続可能な社会を支えるまちづくりのあり方を追って

2010年ヒアリングを行った結果、鉄筋コンクリート造、
鉄筋鉄骨コンクリート造、鉄骨造の何れであっても、免
震構造として十分な維持保全が行われていれば千年の耐
用は可能との見方が殆どであった。即ち、主に現代の構
造技術により建設されるスケルトンは、耐用期間につい
ては十分に社会の期待に応えることが出来るというもの
である（参考文献 xii）。スケルトンでの課題は、それに
よって具体化される建築空間の質であり量である。サス
テイナブルシティを目指す場合には、スケルトンが百年
を遥かに超える供用の期間に変化する内部空間、イン
フィルへの要求条件の変化を十分受け止められることが
不可避である。
　現在、サステイナブルシティを構築するスケルトンと
なりうる事例としては、前述、幕張ベイタウンのような
建築物があるが、これは超長期の利用の変化への追従性
と言う意味では、十分の解となっているか、確認が必要
である。一方、試行建設としての事例では大阪ガスの
NEXT21がある（図‒７）。これは、大阪ガスが次世代の
住宅のあり方を追求する実験住宅として建設したもので
あるが、写真からも判るように、骨組み部分の中に住戸
が設けられているのが見える。謂わばスケルトンが人工
地盤の役割を果たしている。スケルトンには可也豊かに
緑化が進められており、戸建住宅に近い居住感が得られ
るように配慮されている。またこのような方法であれば、
各階の空間の用途は任意に決めることが出来るから、コ

ンパクトシティに求められる垂直ゾーニング（従来の都
市を住居地域、商業・業務地域などと地域分けする方法
を水平ゾーニングと称するのに対して、低層階、中間階、
高層階と言ったように垂直方向で用途を変えてゆくゾー
ニング方法）には問題なく対応可能と見られる。
　NEXT21の課題の一つは、都市景観形成上の問題であ
ろう。図‒７でわかるように、NEXT21は建築物として
は可也従来のそれとは異なっており、機能的ではあるが
都市景観として一般の人々に受入れられるかどうかは、
課題を残しているものと考えられる。
　サステイナブルシティを目指す場合、いずれにしても
超長期に亘って柔軟な用途変更に対応できる空間の質と
サイズを持つとともに、都市景観に対しても人々の共感
と支持が得られるような条件を満たす構築物が存在する
ことが、生活の長期に亘る安全を保障し質を高めるため
の前提条件となる。

５．持続可能なまちづくりへの課題
　わが国の今日の地方都市の疲弊は、基本的には都市か
らの人口の流出、中心市街地の空洞化であるが、そうし
た状況を引き起こしているもう一方の当事者として企業
がある。とりわけ近年、多くの企業が組織活動の効率化
や集約による付加価値生産性の向上を狙って、事業所を
大都市に集中させているが、こうした経営が20世紀の後
半にわが国の地方都市に与えたインパクトは大きかった。

図-７　大阪ガスの実験住宅　NEXT21
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　2011年の３.11を機に、大都市に事業所が集中してい
る現状が、国の安全保障と言う観点から問題とする指摘
が多く為された。この大震災より少し前に、日本経済団
体連合会の坂根正弘副会長（小松製作所会長）は、企業
は事業所を地方に分散配置すべきとの見解を新聞に発表
し話題となった。実際に小松製作所では、その方向で実
践している。東日本大震災の当日、東京を中心に帰宅難
民は550万人に達したと内閣府は発表したが、似たよう
な状況は規模こそ小さかったが９月の台風でも生じてい
る。交通機関や道路が機能しなくなると、通勤時間が１
時間を越えるような人々の帰宅は困難に晒される。企業
を襲う帰宅難民の問題は序の口であり、生産活動が継続
できなくなると言う深刻な事態が続く。
　短期間であってもBCPが果たされないと、海外の顧
客は日本から離れる危険も高まる。その意味でもわが国
の産業の多くが、今後も大震災がほぼ確実に襲うと見ら
れる関東、東海、近畿に事業所を集中させている現状は、
国の経済活動の大部分が大きな損失をこうむり、国際的
競争から脱落する危険があることを意味する。こうした
危険を回避するためにも、事業所の国内各地への分散配
置は国の戦略として真剣に検討されてよい。東京の IT
企業が徳島県の山村にオフィスを開設して話題になった
が、光ファイバ等による高度情報基盤は地方も充実して
おり、情報環境がポイントの IT企業と言えども十分に仕
事が出来る環境が、既に多くの地方にも整備されている。
　事業所の地方都市分散はリスク対策だけでなく、自然
の中、あるいは自然に近い環境の中での仕事が従業員の
士気や創造性を高めるとともに、事業所関連コストや
ワークライフバランスの改善にもつながる。こうした事
業所の地方都市分散展開の利点が見直され、極度の東京
一極集中状態から多くの企業が地方に事業所を分散配置
するようになれば、地方都市の企業も刺激を受けるとと
もに、地方のまちも息を吹き返す切っ掛けが出来る。
　こうして見てくると、持続可能な地方都市のまちづく
りには、次のような課題が避けえないことが分かる。
一、 住民が主体となってまちなかの暮らしのあるべき

姿、まちのあるべき姿を描き、それを実現するため
の活動はエリアマネジメントを基本に展開する

二、 土地は高度利用を図り市街地をコンパクトに形成す
る方向で、地域社会と地権者の共通認識・合意を形
成する

三、 中心市街地のまちには、地域社会の共通資本、共通
財産となる、サステイナブルで居住環境としても魅
力的な高容積のスケルトンを、千年の耐用を目標に
地域の総力を挙げ整備する

四、 産業界はBDPと国の安全保障も視野に、CSRの一
環として自らの事業所を地方都市に分散展開すると
ともに、新しい公共の創出も含めて雇用を生み出し
地域経済に貢献する

おわりに
　わが国の人口は今後50年以内に9,000万人を割るとい
う推計結果を国立社会保障・人口問題研究が2012年１月
に公表している。人々の生活基盤であるまちを、地球温
暖化、人口減にも適応したものとしようとすれば、時間
は限られている。いま、投げかけられている課題を正し
く認識 ･理解し、的確に対応することが必要である。
　こうした課題に対し、問題を数多くかかえるわが国の
まちの形成過程を生きてきた世代の人間として、その責
を負うべく努めたいと考えている。
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